
議案第７５号 加西市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を 
改正する条例案に対する修正動議   

上記の動議を、地方自治法第１１５条の３及び会議規則第１７条の規定により、別紙の修

正案を添えて提出します。  
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議案第７５号 加西市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を 
改正する条例案に対する修正案   

加西市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の一部を次の

ように修正する。 
第２条第１項の改正規定を削る。   
（修正理由）   現在、一般社団法人加西市観光協会には、観光担当理事を経験した元市職員が事務局長
として勤務しており、別途、市職員を派遣する必要性が認められないため。    


